
 

写 

 
 

４ 消 安 第 5040号 

令和４年12月22日 

 

都道府県知事 殿 

 

農林水産省消費・安全局長 

 

年末年始等における高病原性鳥インフルエンザ、アフリカ豚熱、口蹄疫、

豚熱等に関する防疫対策の徹底について 

 

高病原性鳥インフルエンザ、アフリカ豚熱、口蹄疫、豚熱等に関する防疫対策の

徹底については、「ゴールデンウィークにおける豚熱、アフリカ豚熱、口蹄疫、高

病原性鳥インフルエンザ等の防疫対策の徹底について」（令和４年４月25日付け４

消安第629号）等により、生産者をはじめとする畜産関係者、関係機関、市町村等が

一体となった対策の徹底をお願いしてきたところです。 

高病原性鳥インフルエンザについては、本年、欧米では季節を問わず継続的に発

生が確認されるなど、世界各地で発生が認められている中、我が国においては、例

年より早い９月から野鳥で本病ウイルスの保有が確認され、家きん農場においても

これまでで最も早い10月28日に発生が確認されて以降、これまでにすでに22道県47

件の発生が確認されています。今シーズンは全国的に環境中のウイルス濃度が非常

に高まっている状況であることから、引き続き、家きん農場での発生防止について

一層の警戒が必要である旨、今月７日に開催された農林水産省鳥インフルエンザ・

豚熱・アフリカ豚熱合同防疫対策本部において、農林水産大臣からメッセージが発

せられたところです（別添参照）。 

アフリカ豚熱については、2007年にアフリカから東欧諸国やロシアに侵入し野生

いのししや飼養豚で流行が拡大していたところです。2018年にアジアで初めて中国

で発生が確認されて以降、近隣の韓国を含むアジアの広い地域に急速に拡大してい

ます。我が国に入国する旅客が携帯品として違法に持ち込もうとした豚肉製品から

もアフリカ豚熱ウイルス又はその遺伝子が検出されており、多様な侵入ルートに対

する警戒を強化し我が国への侵入防止を図る必要があります。 

これから年末年始や旧正月（中国では春節。2023年は１月22日。）の時期を迎え、

人の出入国や移動が活発になることが見込まれ、また渡り鳥の飛来・滞在シーズン

が続くことから、引き続き、危機感を持って水際検疫及び農場における病原体侵入

防止の徹底が重要となります。つきましては、家畜の所有者を含む畜産関係者、関

係機関、市町村に対して、今月７日の農林水産大臣メッセージとともに、下記事項

の周知及び指導を徹底いただき、関係者が一体となって防疫対策に万全を期すよう、

改めてお願いいたします。 



記 

 

１ 発生予防対策 

（１）農場への病原体侵入防止の再徹底、異状の早期発見・早期通報等 

家畜の所有者に対し以下の防疫対策の徹底を指導するともに、地域や関係団

体を含む畜産関係者においても農場の防疫対策への協力の徹底を図ること。 

① 看板の設置等により、飼養管理に必要のない者の衛生管理区域又は畜舎へ

の立入りを制限するなど、人・車両の出入りの管理を徹底すること。また、

不必要な物の持込みを制限すること。 

② 防護柵、防鳥ネット、畜舎の穴や隙間等の点検を行い、不備を認めた場合は

直ちに改善を図ること。 

③ 農場や畜舎周辺の消石灰や消毒薬の散布を徹底することにより農場内及び

畜舎内へのウイルス侵入を防止すること。 

④ 飼養家畜の日々の健康観察を綿密に行い、特定症状等の早期発見に努める

とともに、異状を認めた場合は家畜保健衛生所に早期通報すること。 

 

（２）高病原性鳥インフルエンザの発生防止対策の徹底 

高病原性鳥インフルエンザの発生リスクが高まっている現状に鑑み、家きん

飼養農場に対しては、直接訪問又は飼養衛生管理者メーリングリストの活用等

により、実効性のある対策となるよう、特に次の①から③の項目について指導

又は助言を実施すること。 

① 農場敷地内や鶏舎の周りの消毒を徹底すること。 

② 農場に入る場合には、衛生管理区域専用の衣服と長靴への交換、さらに鶏

舎に入る場合には専用長靴への交換を徹底すること。また、交換の前後で

使用する衣服や長靴等の動線が交わらないようにすること。 

③ 消毒の際は、長靴等の汚れをしっかり落としてから行うこと。消毒薬は適

切な濃度で使用するとともに、汚れた都度、最低でも１日１回以上交換す

るなど、効果的な方法を徹底すること。 

 

２ まん延防止対策 

（１）各農場の埋却地等の事前確保の確認 

 家畜の所有者に対し、防疫措置に伴い必要となる埋却地及び焼却施設等の確

保状況について確認を行い、十分でない場合は、防疫指針に基づく調整を行う

こと。 

 

（２）迅速な防疫措置に必要な体制整備並びに人員及び防疫資材等の事前確保 

 伝染病発生時に迅速な封じ込めを講ずることが重要であることから、関係部



局が連携した全庁的な体制、関係団体や市町村との連携について再度点検し、

万全を期すこと。 

① 防疫措置に係る防疫計画、人員動員、資材・機材調達、情報・広報、各種調

整等について、全庁的な対応が可能となるよう役割を確認すること。 

② 動員計画は、家畜衛生担当部局のみではなく、家畜衛生担当部局以外の都

道府県職員、市町村職員、団体等を含む都道府県を挙げた動員体制とする

とともに、事前に関係者との合意形成を図ること。さらに作業人員が不足

する場合には、農林水産省や（独）家畜改良センターの職員、他都道府県の

家畜防疫員の派遣要請を検討すること。 

③ 防疫資材等について、滞りなく防疫措置が実施できるよう初動対応に必要

な防護服や長靴等の資材、運搬に必要な機材及び運搬車等を確保しておく

こと。また、防疫措置の規模に応じた防疫資材の追加調達や続発事例に備

えた補充を円滑に行えるよう、不足時に緊急的に購入できる業者との連絡

調整を図り（年末年始の受注対応や在庫確認）、必要に応じて資材を追加確

保しておくこと。 

 

３ 年末年始等に向けた対応 

（１）畜産関係者等の海外渡航の自粛等の指導 

畜産関係者等に対して、改めて、アフリカ豚熱、口蹄疫等の発生地域への不

要不急の渡航を自粛するよう要請すること。 

 

（２）海外からの荷物等に関する注意喚起 

 特に、技能実習生等の外国人従業員を受け入れている畜産農家に対しては、

母国を含む海外から肉製品等が郵送されることのないよう注意喚起を行うとと

もに、従業員の方が受け取る国際郵便物等の中に動物検疫を受けていない肉製

品等を確認した場合、直ちに動物検疫所に連絡するよう周知すること。 

 

（３）緊急時における連絡体制の確保 

① 飼養家畜に異状を認めた場合における管轄の家畜保健衛生所の連絡先につ

いて、家畜の所有者、飼養衛生管理者、獣医師等改めて周知すること。 

② 休日や年末年始等においても、伝染病発生時の関係者への連絡が支障なく

行われるよう、都道府県組織内の緊急連絡体制を確保するとともに、資材

の調達先、人員の動員元等の連絡体制を確認すること。 

③ 特に、年末年始に疾病の疑い事例が発生した際、適切な病性鑑定が実施で

きるよう、必要な検査試薬・人員を確保するとともに、検査機器の点検を実

施すること。 
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農林水産省鳥インフルエンザ・豚熱・アフリカ豚熱 

合同防疫対策本部 

大臣メッセージ 

令和４年 12月７日 

 

○ これより、緊急的に農林水産省鳥インフルエンザ・豚熱・アフリカ豚熱合

同防疫対策本部を開催します。今シーズンは、高病原性鳥インフルエンザの

発生が史上初となる 10 月に確認されて以降、現在も発生が継続しており、

そして、今後、年末年始や春節を迎え、人の移動の増加が見込まれます。 

〇 こうした中で、まず始めに、農林水産省として、今後とも最大限の緊張感

をもって、鳥インフルエンザ等の発生予防とまん延防止、アフリカ豚熱等の

ウイルスを我が国に侵入させないための水際対策の徹底に取り組んでまい

ります。 

 

○ その上で、本日、私からは、生産者をはじめとした畜産に携わる関係者及

び都道府県等の行政関係者の皆様に対しまして、高病原性鳥インフルエンザ

をはじめとする家畜疾病の発生予防とまん延防止に向けて、危機感を共有す

るとともに、防疫対策の徹底を図ることが重要であることを改めて呼びかけ

させて頂きたいと思います。 

○ 今シーズン、欧米をはじめ、世界各地で鳥インフルエンザが大流行してい

る中、我が国においても、家きんでの高病原性鳥インフルエンザの発生が、

16 道県 27 事例で確認されており、これは昨年、一昨年シーズンを上回るペ

ースとなっています。 

○ 発生に際しては、都道府県をはじめとする関係者の御尽力により、これま

でのところ防疫措置に遅れなどは生じておりませんが、まずは発生させない

ことが重要であり、発生予防のための取組を、例年以上に強化する必要があ

ります。 

○ 飼養衛生管理の徹底については、特に都道府県の指導や生産者による自己

点検などを通じて、日々対策いただいているところですが、今シーズンの発

生農場における疫学調査では、農場や鶏舎に入るときの長靴の交換といった、

基本的な衛生管理が守られず、長靴の交換の実効性が確保されていないよう

な事例も多くありました。  
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○ こうした状況を踏まえ、関係者の皆様には、発生予防のため、基本ともい

える事項、例えば 

① 敷地内や鶏舎の周りの消毒の実施。 

② 農場に入る場合の専用衣服と長靴への交換、鶏舎に入る場合の専用長靴

への交換とともに、交換の前後で使用する長靴等が交わらないようにする

こと。 

③ 手指の消毒の上、長靴を消毒するときは汚れをしっかり落としてから実

施すること 

などをおこたらないよう行動の徹底をお願いします。 

○ 農場にいる飼養衛生管理者はもちろんのこと、すべての従業員の皆様や畜

産に携わる方一人一人が、自分たちの農場、自分たちの地域は自分たちで守

るという心構えをもって取り組んでいただきますようお願いします。 

○ また、万が一発生した場合には、発生農場のみならず、例えば、発生農場

周囲の主要道路やため池周辺等の消毒、ため池の水抜き等の野鳥対策など、

周辺地域を含めた地域一体となったまん延防止対策の徹底が重要です。 

○ 今シーズンは、過去に一度も発生がなかった地域でも発生しており、今後

も全国どこでも発生する可能性があります。これまで発生したことがないか

らと言って、決して油断しないでください。 

○ ウイルスは目に見えませんが、野鳥でも広く感染しており、環境中のウイ

ルス濃度も非常に高くなっているため、鶏舎の周りは常にあらゆる場所が汚

染されているという危機意識をもって、対策に取り組んでください。 

 

○ 併せて、消費者の皆様や食品の流通・製造事業者の皆様に対しても、呼び

かけさせて頂きたいと思います。毎度申し上げていることですが、内閣府 食

品安全委員会も、「我が国の現状においては、鶏肉や鶏卵を食べることによ

り、鳥インフルエンザがヒトに感染する可能性はないと考える」としていま

す。引き続き、国産の鶏肉や卵を安心して食べていただければと思います。 

○ 更に、冒頭にも申し上げた水際対策についてです。新型コロナウイルスに

かかる入国制限も緩和され、今後、年末年始や春節を迎えると、海外からの

訪日客のみならず、国内においても人の移動が活発化することになります。  
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○ アフリカ豚熱の発生が東アジアで拡大する中で、これまでも、コロナ禍以

前の訪日外国人数にも対応できるよう、家畜防疫官の増員や検疫探知犬の増

頭などの水際対策を強化してきましたが、引き続き、関係機関等とも連携し、

水際対策に万全を期してまいります。 

 

○ 我が国の家畜衛生を取り巻く環境は非常に厳しい状況ですが、農林水産省

としては、関係者と危機感を一層共有し、また、現場に寄り添いながら、防

疫対策に全力をあげてまいります。 

（以上） 



農場周辺の⾼病原性⿃インフルエンザのウイルスが
⾮常に多くなっています︕

〇 全国各地で⾼病原性⿃インフルエンザが発⽣しています。
〇 ⼈や⾞両、野⿃・野⽣動物による農場や家きん舎へのウイルスの侵⼊を
防ぐことが特に重要です︕

〇 いま⼀度、農場のウイルス侵⼊防⽌対策を徹底しましょう︕

発⽣予防対策の特に重要なポイント
 農場内や家きん舎周囲の消毒は毎⽇⾏いましょう︕
 家きん舎等への出⼊り時に消毒の実施・⻑靴の交換を徹底しましょう︕
 交換前後で⻑靴の動線が交差していないか、今⼀度、点検しましょう︕
 ⻑靴は汚れをしっかり落としてから消毒しましょう︕
 踏込消毒などの消毒薬は少なくとも毎⽇、汚れたらその都度交換しましょう︕

農場内や家きん舎周囲の
消毒は毎⽇実施

衛⽣管理区域内の
野⽣動物対策

専⽤の服・⻑靴の使⽤
⾞両・⼿指・物品消毒の徹底

衛⽣管理区域⼊⼝の
⼈・⾞両・物対策

家
き
ん
舎

家きん舎⼊⼝の⼈・物対策

家きん舎の野⽣動物対策

専⽤⻑靴の設置
交差汚染防⽌ ⻑靴は汚れを

落としてから消毒

防⿃ネットや
鶏舎破損の補修

消毒薬は
毎⽇⼜は
汚れた都度
交換

◆飼養家きんの毎⽇の健康観察を念⼊りに⾏い、異状を⾒つけた
場合は、直ちに最寄りの家畜保健衛⽣所に連絡してください。

農林⽔産省HP「⿃インフルエンザに関する情報」→

池

ため池等の
⽔場の近くは
徹底して消毒!

農場や家きん舎の周囲にはウイルスが侵⼊する経路が多く存在しています。
今⼀度、点検し不備があればすぐに改善しましょう︕

集卵ベルト等の
開⼝部の隙間対策



来日するあなたへのお願い

・海外から日本への肉製品や果物・野菜等の持込みは法律で厳しく制限されています。
・日本に肉製品や果物・野菜等を違法に持ち込むと重い罰則（３年以下の懲役又は300万円以下
（法人の場合は5,000万円以下）の罰金等）の対象になります。

・悪質な持込みと判断したら警察に通報します。
・違法な持込みにより、逮捕された人もいます。
・輸入できない畜産物を持っている場合、入国が認められないことがあります。

・国際郵便でも送れません。母国の家族や知人に国際郵便で肉製品や果物・野菜等を送らない

ように伝えてください。
（国際郵便で検査を受けていない肉製品、果物・野菜等を受け取った場合は動物検疫所又は植物防疫所に御連絡ください。）

・海外で使用した汚れた作業着、作業靴、長靴は持って来ないでください。

・日本に来る前１週間以内に、海外の家畜に触れないでください。また、日本に来てから１週間は、

家畜に触れないでください。

肉製品や果物・野菜等は日本に持ち込めません！

動物検疫 植物防疫

農林水産省
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